
◎日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部

を改正する法律 
（令和三年三月三一日法律第一七号）   

一、 提案理由（令和三年三月一〇日・衆議院国土交通委員会） 

○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に

関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ貨物のＪＲ二島貨物会社につきましては、昭和六十二

年四月の国鉄分割・民営化による発足以降、ＪＲ北海道及びＪＲ四国は地域の基幹的な

交通ネットワークを担い、ＪＲ貨物は我が国の全国的な物流ネットワークを支え続けて

います。しかしながら、他のＪＲ各社が上場を果たしている一方、ＪＲ二島貨物会社は

いずれも経営基盤の確立の途上にあり、これまで、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構による支援を行い、その経営自立に向けた取組を進めてきたところです。 

 近年のＪＲ二島貨物会社の状況を見ますと、ＪＲ北海道及びＪＲ四国につきましては、

人口減少、他の交通機関の発達による旅客需要の減退、低金利の長期化等に加え、新型

コロナウイルス感染拡大の影響により、その経営環境はより一層厳しさを増しておりま

す。また、ＪＲ貨物につきましては、近年は経常黒字を計上しているものの、災害等の

影響を受けやすいなど、安定的な事業運営にはなお課題が残されております。 

 こうした状況を踏まえ、ＪＲ二島貨物会社に対する機構による支援について、その内

容を充実強化しつつ、継続することにより、これらの会社の経営基盤の強化を図る必要

があります。 

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、ＪＲ二島貨物会社に対する鉄道施設の整備に係る助成金について、現在、令

和二年度末となっている交付の期限を令和十二年度末まで延長することとしております。 

 第二に、ＪＲ北海道及びＪＲ四国について、これらの会社の経営安定基金の運用益の

下支えによる経営の安定化を図るため、機構が経営安定基金の借入れを行うための規定

の整備を行うこととしております。 

 第三に、ＪＲ二島貨物会社それぞれの経営状況に応じたよりきめ細やかな対応を図り

つつ、経営改革などを推進するため、新たな支援措置を講ずることとしております。具

体的には、ＪＲ北海道及びＪＲ四国に固有の課題となっている、青函トンネル及び本州

四国連絡橋における改修費用の負担の見直しを行うとともに、ＪＲ二島貨物会社を対象

に、生産性向上に資する設備投資に必要な資金の出資、機構に対する無利子借入債務の

株式化、これらの会社の経営基盤の強化に必要な資金の貸付けを行う金融機関への利子

補給金の支給等の支援措置を創設することとしております。 

 第四に、いわゆる並行在来線会社に対するＪＲ貨物の線路使用料に係る助成金及び出

資費用を確保するため、機構の勘定間における資金の繰入れに係る措置を講ずることと



しております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議、よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

二、 衆議院国土交通委員長報告（令和三年三月一八日） 

○あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、ＪＲ北海道及びＪＲ四国並びにＪＲ貨物の経営基盤の強化を図るため、独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、これらの会社に対する支援

措置を拡充すること等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、機構は、ＪＲ北海道及びＪＲ四国の経営安定基金の運用益を確保するため、

基金の一部を借り入れ、利子を支払うこと、 

 第二に、機構は、令和十三年三月三十一日までの間、ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ

貨物の鉄道施設等の整備に必要な助成金の交付や生産性向上等に必要な資金の出資等の

業務を行うことができること、 

 第三に、機構は、青函トンネル及び本州四国連絡橋の鉄道施設の改修費用を負担する

こと 

などであります。 

 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、翌十日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明

を聴取し、十二日、質疑を行い、質疑終了後、本案に対し、日本共産党から修正案が提

出され、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をも

って原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ貨物への税制面も含めた支援の実施に当たっては、

安全運行の基礎となる人材の確保・育成並びに賃金及び労働時間等の労働条件の改善

にも配慮し、将来像の明確化とその実現に必要な支援を行い、経営自立が実現できる

よう万全を期すこと。なお、「二島特例」や「承継特例」などの税制特例措置をはじ

めとする既存の経営支援スキームについては、経営自立を果たすまでの間、現行水準

の維持に努めること。 

二 経営安定基金については、長期にわたる低金利により当初想定していた効果が十分

に発揮できていないことから、経済・社会情勢の変化に応じた実効性が確保できるよ



う、適宜適切に検討を行うこと。 

三 ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ貨物の三社は主体的に持続可能な鉄道サービスの提

供に引き続き努めるとともに、住民の意向や地域の実情を踏まえ、国と地方自治体は

連携して必要な施策を講じること。 

四 地域における企業の立地、観光振興、地域内又は地域間の交流等を促進するための

基幹的高速鉄道網の形成や空港アクセスの向上に努め、地域社会の維持・発展を図る

こと。また、札幌まで整備計画の進む北海道新幹線工事実施において地域住民への配

慮に努めるとともに、四国における新幹線についても検討を進めること。なお、並行

在来線の存続に関しては、物流面及び住民の足の確保も考慮した協議が行われるよう

に指導等行うこと。 

五 我が国の物流においては、環境特性、労働生産性などの面から貨物鉄道へのモーダ

ルシフトを推進することが重要であることに鑑み、必要な幹線鉄道網の維持について

は、単に鉄道政策のみならず、物流や環境に係る財源の活用等様々な政策によって対

処すること。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和三年三月二六日） 

○江崎孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道

株式会社の経営基盤の強化を図るため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

の業務について、これらの会社に対する助成金の交付に係る業務の期限の延長及び出資

に係る業務の追加等のこれらの会社への支援措置を拡充すること等の措置を講じようと

するものであります。 

 委員会におきましては、ＪＲ北海道及びＪＲ四国並びにＪＲ貨物の経営自立に向けた

取組及び三社に対する支援の在り方、持続可能な交通体系の構築に向けた国と地方公共

団体の役割、貨物鉄道を活用した物流網の構築等について質疑が行われましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、日本共産党の武田良介委員より、鉄道・運輸機構の行う無利子貸

付けの業務の期限延長及び同機構による利子補給金の支給業務の規定の削除を内容とす

る修正案が提出されました。 

 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月二六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 



一 ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ貨物への税制面も含めた支援の実施に当たっては、

安全運行の基礎となる人材の確保・育成並びに賃金及び労働時間等の労働条件の改善

にも配慮し、将来像の明確化とその実現に加え、経営自立の実現ができるよう万全を

期すこと。また、「二島特例」や「承継特例」などの税制特例措置を始めとする既存

の経営支援スキームについては、経営自立を果たすまでの間、現行水準の維持に努め

ること。さらに、新型コロナウイルス感染症による影響が見通せない中、状況の変化

に応じ支援内容を適宜見直すなど、三社はもとより公共交通全般への適時適切な措置

を講ずること。 

二 経営安定基金については、長期にわたる低金利により当初想定していた効果が十分

に発揮できていないことから、経済・社会情勢の変化に応じた実効性が確保できるよ

う、適宜適切に検討を行うこと。 

三 ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ貨物の三社は主体的に鉄道サービスの提供に引き続

き努めるとともに、住民の意向や地域の実情を踏まえ、国と地方公共団体は連携して

必要な施策を講じ、将来にわたり持続可能な鉄道網が実現されるよう万全を期すこと。

特に、ＪＲが主体的に持続可能な鉄道サービスを提供できない事業領域については、

国と地方公共団体が連携して必要な役割を果たすこと。また、今後、更なる加速が想

定される人口減少・高齢化により、人流・物流網の維持・活性化が重要な課題となる

中、ＪＲ北海道及びＪＲ四国の取組を、全国各地域における将来的な課題の解決につ

なげるよう努めること。 

四 地域社会の維持・発展に資するよう、企業立地、観光振興、地域内又は地域間の交

流等を促進するための基幹的高速鉄道網の形成や空港アクセスの向上に努めること。

また、札幌までの北海道新幹線の工事実施において地域住民への配慮に努めるととも

に、四国における新幹線についても検討を進めること。なお、並行在来線の存続に関

しては、物流面及び住民の足の確保も考慮した協議が行われるよう指導等を行うこと。 

五 環境特性、労働生産性などの面から、我が国物流の貨物鉄道へのモーダルシフトの

推進が重要であることに鑑み、必要な幹線鉄道網の維持については、単に鉄道政策の

みならず、物流や環境に係る財源の活用等様々な政策によって対処すること。 

  右決議する。 

 


